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1 R4.7.29 R4.9.1
・令和３年度入学者数中学校別合格者数
・令和４年度入学者数中学校別合格者数

2 1
都立日比谷高
等学校

2 R4.7.29 R4.9.1
・令和３年度入学者選抜（推薦・一次）中学校別合格者数
・令和４年度入学者選抜（推薦・一次）中学校別合格者数

2 1
都立西高等学
校

3 R4.7.29 R4.9.1 中学校別入学者数 1 1
都立国立高等
学校

4 R4.7.29 R4.9.1
・令和３年度入学者選抜（推薦・一次）中学校別合格者数
・令和４年度入学者選抜（推薦・一次）中学校別合格者数

4 1
都立戸山高等
学校

5 R4.7.29 R4.9.1 令和４年度学校要覧（生徒出身中学校（入学時）） 4 1
都立青山高等
学校

6 R4.7.29 R4.9.1 令和４年度（２０２２年度）学校要覧（４９頁：出身中学校一覧） 1 1
都立八王子東
高等学校

7 R4.7.29 R4.9.1 令和４年度学校要覧中学校別入学者数 1 1
都立立川高等
学校

8 R4.8.23 R4.9.2 幼児・児童・生徒指導要録等の電子化基準の策定について（通知） 1
教育庁総務部
教育政策課

9 R4.7.22 R4.9.5

・１５教人職第２３６４号「公立小学校長会及び中学校長会の服務の取扱いにつ
いて」
・１５教人職第２５０８号「校長協会（校長会）等の服務の取扱いについて」
・出張等の取扱い（令和３年１０月改正版）

24 1
教育庁人事部
職員課

10 R4.7.22 R4.9.5

・令和４年３月２９日付３教人職第３１５６号「長期休業日中における教育公務
員特例法第２２条第２項の規定に基づく研修の事務取扱いについて（通知）」
・平成２６年３月２７日付２５教人職第３９６７号「長期休業日中における教育
公務員特例法第２２条第２項の規定に基づく研修の事務取扱いについて（通
知）」
・平成２６年３月２７日付「長期休業日中の研修（Q＆A）

23 1
教育庁人事部
職員課

11 R4.7.28 R4.9.5
令和４年３月１０日配布資料「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止につい
て」

4 1
教育庁人事部
職員課

12 R4.8.24 R4.9.7

・令和４年３月２４日付けの中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和３年１２月３１日現
在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２２校（中等教育学校、義務
教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５７５校
・令和３年３月２５日付けの中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和２年１２月３１日現
在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２３校（中等教育学校、義務
教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５７８校

4 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

13 R4.8.25 R4.9.7

・安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について（総務局事務連絡）
・上記事務連絡の送付メール本文（総務局）
・安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について（教育庁内事務連絡）
・上記事務連絡の送付メール本文

4 1 1
公にすることにより業務に関係のないメールの受信・着信が生じる
など、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁総務部
総務課

14 R4.8.25 R4.9.7
・安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について（総務局事務連絡）
・安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について（教育庁）
・FW：安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について

7 1 1
公にすることにより業務に関係のないメールの受信・着信が生じる
など、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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15 R4.8.25 R4.9.7 「都総務局総務課の"半旗"掲揚強制文書発出の理由」が分かる文書 1 当該文書は、取得又は作成しておらず、存在しないため
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

16 R4.8.28 R4.9.7
・安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について（総務局）
・上記事務連絡の送付メール本文（総務局）
・総務局からきた要請文を受けての検討文書

4 1 1
公にすることにより業務に関係のないメールの受信・着信が生じる
など、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁総務部
総務課

17 R4.8.28 R4.9.7
安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について東京都教育委員会が各区市
町村教育委員会へ送付した要請文

1
本件について、各区市町村教育委員会へ要請していないため、存在
しない。

教育庁総務部
総務課

18 R4.8.28 R4.9.7
・安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について（総務局事務連絡）
・安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について（教育庁）
・FW：安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について

7 1 1
公にすることにより業務に関係のないメールの受信・着信が生じる
など、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

19 R4.8.28 R4.9.7
安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について、各都立学校の問合せ文
書、半旗の掲揚についての各都立学校の実施報告書

1 当該文書を作成・取得していないため、存在しない。
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

20 R4.8.25 R4.9.8 「オリンピック・パラリンピック教育」講演会実施要項 2 1 1
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他の
情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるこ
ととなるものを含む。）

教育庁都立美
原高等学校

21 R4.8.25 R4.9.8
令和４年度「東京マイ・タイムラインセミナー」実施校の募集について（通知）
一式

6 1 1
公にすることにより業務に関係のないメールが送信されるなど、事
務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

22 R4.7.15 R4.9.13
令和３年度都立学校再任用（教育職員）採用選考における「学校における面接」
の面接要領

4 1 1
公にされることにより、選考に係る事務に関し、適正かつ円滑な事
務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁人事部
選考課

23 R4.7.16 R4.9.14

・令和４年度中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）実施要項及び実施に係る
資料の送付について（通知）【各通知】
・【別添３】中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）に関するFAQ（中学校向
け）
・【別添４】ESAT-J NEWS for teachears

14 1
教育庁指導部
管理課

24 R4.7.16 R4.9.14

・令和４年度中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J)実施要項
・【別添１】東京都中学校英語スピーキングテスト事業　令和４年度中学校英語
スピーキングテスト（ESAT-J）の実施についてのお知らせ
・【別添２】中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）Q＆A

14 1 1
公にすることにより業務に関係のない電話をされるなど、事務事業
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

25 R4.7.16 R4.9.14
今度実施予定のESAT-Jに関して、７月７日から開始された申込に関わる各関係機
関への通知を発出するに当たり実施事業者とのやり取りの一切の文書、図面及び
電磁的記録

1
本件通知発出に関して、実施事業者とのやり取りは行っておらず、
文書を作成していないため

教育庁指導部
管理課

26 R4.7.16 R4.9.14 ・回答様式（●●）①～⑤ 5 1
教育庁指導部
管理課

27 R4.7.16 R4.9.14
●●が、英語スピーキングテストに関して公開質問を東京都教育庁に提出し、東
京都教育庁が、●月●日に回答した件に関して、回答作成に当たり実施事業者と
のやり取り（電話・電子メール）の一切の文書や図面及び電磁的記録

1
本件回答作成に関して、実施事業者とのやり取りは行っておらず、
文書を作成していないため

教育庁指導部
管理課

28 R4.7.16 R4.9.14
・質問１、質問２及び質問３について
・「公開質問状」に対する回答案の提出について

12 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

29 R4.7.16 R4.9.14
●●が、英語スピーキングテストに関して公開質問を東京都教育庁に提出し、東
京都教育庁が、●月●日に回答した件に関して、回答作成に当たり実施事業者と
のやり取り（電話・電子メール）の一切の文書や図面及び電磁的記録

1
回答作成に当たり実施事業者とのやり取りは行っておらず、文書を
作成していないため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課
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30 R4.7.16 R4.9.14

・令和３年度「中学校英語スピーキングテスト」最終報告書
・「令和４年度特別措置に関する案内書【都内公立中学校に在籍の方】」に関す
る事業者とのメール
・令和４年度特別措置に関する案内書【都内公立中学校に在籍の方】
・「令和４年度特別措置に関する案内書【都内公立中学校に在籍していない方】
に関する事業者とのメール
・令和４年度特別措置に関する案内書【都内公立中学校に在籍していない方】

1 1 1 1 1 1

【採点に関する内容】
・試験問題の採点に係る情報が公にされることにより、今後の試験
運営において適正性及び正当な秘匿性を確保することが極めて困難
になる。
・本試験はスピーキングに関するテストを既に実施している事業者
のノウハウを活用しながら運営していくものであるため、これらの
情報を公にすることは、特定の事業者の持つ試験の運営ノウハウの
漏洩に繋がり、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位が損なわ
れることとなるばかりでなく、徒に白日の下に晒されることになれ
ば本試験の存在そのものを揺るがす事態になりかねない重大な危険
性を孕んでいるため
【資材の搬送及び回収に関する情報・成果・課題・今後の方針】
・試験運営の根幹に係る事項であるため、当該箇所を開示すると、
当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
【事業者氏名・メールアドレス】
・特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合するこ
とにより、特定の個人を識別することできることとなるものを含
む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすること
により、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
【添付ファイルのパスワード】
・当該情報は、公にすることにより、セキュリティ保護に重大な影
響を及ぼし、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた
め
【メール本文中の一部】
・担当部署内部または関係部署・関係団体との間における検討又は
協議に関する情報であって、公にすることにより、未成熟な情報が
確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがある
ため　等

教育庁指導部
管理課

31 R4.7.21 R4.9.16

・旅費請求内訳書
・出張復命書
・旅行命令簿
・内国旅費請求内訳書兼領収書

80 1 1 1

【旅費請求内訳書及び出張復命書の一部】
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、
公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるた
め（東京都情報公開条例第７条第２号）
【協議会の発言内容】
・開示が前提となると、今後同種の協議会等があった際に、各参加
者の率直な意見・回答が妨げられ、円滑な協議会等の遂行が困難と
なるおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号）
【職員の所管】
・職員の所管が含まれており、開示が前提となると、今後、出張の
際に率直な記載が妨げられ、学校運営に支障を及ぼすおそれがある
ため（東京都情報公開条例第７条第６号）

都立新宿山吹
高等学校

32 R4.7.21 R4.9.16 ・旅費請求書 19 1 1

【旅費請求内訳書の一部】
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、
公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるた
め

都立日野台高
等学校

33 R4.7.21 R4.9.16

●●高校●●副校長に係る出張記録の全て
期間：平成２６年４月１日～令和４年７月２１日
内容：宿泊を伴う出張及び日帰り出張において、日付、目的地（場所）、公務業
務内容、出張に関係して発生した費用などが分かる記録全て

1 当該公文書は、保存年限を経過しているため、存在しない。
都立新宿山吹
高等学校

34 R4.7.21 R4.9.16
・出張復命書
・旅行命令簿

9 1
都立府中東高
等学校

35 R4.7.21 R4.9.16
・旅費請求内訳書
・内国旅費請求内訳書兼領収書

48 1

【旅費請求内訳書及び旅行の経路に関する内容】
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、
公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるた
め

都立府中東高
等学校
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36 R4.7.21 R4.9.16

●●高校●●副校長に係る出張記録の全て
期間：平成２６年４月１日～令和４年７月２１日
内容：宿泊を伴う出張及び日帰り出張において、日付、目的地（場所）、公務業
務内容、出張に関係して発生した費用などが分かる記録全て

1
平成２８年度分の当該公文書は、保存年限を経過しているため、存
在しない。

都立府中東高
等学校

37 R4.7.21 R4.9.16 ・旅費請求内訳書 19 1 1

【旅費請求内訳書及び旅行の経路に関する内容】
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、
公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるた
め

都立西高等学
校

38 R4.7.21 R4.9.16 ・旅費請求内訳書 6 1 1

【旅費請求内訳書及び旅行の経路に関する内容】
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、
公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるた
め

都立竹早高等
学校

39 R4.7.21 R4.9.16 ・旅費請求内訳書 19 1 1

【旅費請求内訳書及び旅行の経路に関する内容】
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、
公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるた
め

東京都西部学
校経営支援セ
ンター

40 R4.7.21 R4.9.16 ・旅費請求内訳書 4 1 1

【旅費請求内訳書及び旅行の経路に関する内容】
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、
公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるた
め

都立武蔵台学
園

41 R4.7.22 R4.9.20

・令和３年度公立学校中堅教諭等資質向上研修Ⅰ「課題別選択研修」教職員研修
センターが実施する民間企業等の体験の申込みについて（依頼）
・令和４年度東京都公立学校中堅教諭等資質向上研修Ⅰ「選択研修」における教
職員研修センターが紹介する民間企業等の体験の申込みについて（依頼）
・令和４年度東京都公立学校中堅教諭等資質向上研修Ⅰ「選択研修」における教
職員研修センターが紹介する民間企業等の体験の二次募集の申込みについて（依
頼）
・令和４年度東京都公立学校中堅教諭等資質向上研修Ⅰ「選択研修」における教
職員研修センターが紹介する民間企業等の体験先の決定について
・令和４年度東京都公立学校中堅教諭等資質向上研修Ⅰ「選択研修」における教
職員研修センターが紹介する民間企業等の体験先の決定について（通知）

14 1
東京都教職員
研修センター

42 R4.7.22 R4.9.20

・令和３年度公立学校中堅教諭等資質向上研修Ⅰ「課題別選択研修」教職員研修
センターが実施する民間企業等における体験の中止等及び二次募集について
・令和４年度中堅教諭等資質向上研修Ⅰ「選択研修」において東京都教職員研修
センターが初会する民間企業等の研修プログラムの掲載について（通知）
・2022年度教員の民間企業研修研修プログラム（集合研修）
・教職員研修センターと自衛隊とのメールのやり取り（2121年4月28日・同年5月
11日・2022年3月23日２件・同年6月16日）
・研修資料（令和４年度東京都公立学校中堅教諭等資質向上研修Ⅰ「選択研
修」）

52 1 1 1

【通知文のパスワード】
・当該情報は、公にすることにより、セキュリティ保護に重大な影
響を及ぼし、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた
め（東京都情報公開条例第７条第６号）
【自衛隊の個人アドレス、組織アドレス、電話番号、ファックス番
号】
・公にすることにより業務に関係のないメールの受信・着信が生じ
るなど、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
（東京都情報公開条例第7条第6号）
【指導主事の個人アドレス】
・公にすることにより業務に関係のないメールが送信されるなど、
事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情
報公開条例第７条第６号）
【人物が映っている写真】
・特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合するこ
とにより、特定の個人を識別することできることとなるものを含
む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすること
により、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため（東
京都情報公開条例第７条第２号）

東京都教職員
研修センター

43 R4.9.9 R4.9.20
国会の閉会中審査で国葬儀についてのやり取りを受けて、安倍晋三元総理の国葬
の際に半旗の掲揚や献花台の設置などについて検討した文書（２０２２年９月９
日現在）

1 当該文書を作成していないため、存在しないため
教育庁総務部
総務課
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44 R4.9.9 R4.9.21
教育庁が「安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について」を各学校に連
絡した旨の報道により、市民からの講義や意見を受けて庁内で検討された日時、
内容が分かる文書（２０２２年９月９日現在）

1 当該文書を作成していないため、存在しないため
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

45 R4.7.27 R4.9.22
東京都公立小中学校事務共同実施導入に係る意向確認ついて（調査票）（平成３
０年度から令和４年度まで）

265 1 1 1

【区市町村の回答（一部）】
・都及び各区市町村の相互間における審議、検討中の情報であっ
て、公にすると、外部からの干渉、圧力等により各区市町村の自由
かつ率直な意見が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれる恐れが
あるため（東京都情報公開条例第７条５号）
・公にすると、各区市町村の自由な率直な意見が妨げられ、区市町
村の意向・実態が把握できなくなり、当該事業の運営に支障を及ぼ
す恐れがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号）

教育庁総務部
総務課

46 R4.7.27 R4.9.22
東京都公立小中学校事務共同実施導入に係る意向確認ついて（調査票）（平成２
２年度から平成２９年度まで）

1

【平成２２年度から平成２８年度まで】
当該調査を実施しておらず、請求にかかる文書は存在しないため
【平成２９年度】
当該文書は廃棄済みであり、存在しないため

教育庁総務部
総務課

47 R4.9.12 R4.9.26

・教育委員会において、公的に購読している政党機関紙・赤旗（日刊・日曜
版）・公明新聞・自由民主・立憲民主及び聖教新聞の購読部数
・個人が購読している政党機関紙の部数が分かる資料、政党機関紙を個人が購読
することに関する行政文章や通達

1
・教育委員会において、当該政党機関紙を購入していないため
・本件について、当該文書を作成・取得していないため

教育庁総務部
総務課

48 R4.7.28 R4.9.26

・令和３年度校長連絡会（１月）高等学校教育指導課説明要旨
・令和３年度校長連絡会（２月）高等学校教育指導課説明要旨
・令和３年度校長連絡会（３月）高等学校教育指導課説明要旨
・令和４年度校長連絡会（４月）高等学校教育指導課説明要旨

67 1
教育庁指導部
管理課

49 R4.9.20 R4.9.26
都立向丘高等学校（４）空調設備改修工事
共通費算定書・見積比較表・代価表・工事設計内訳書

148 1
教育庁都立学
校教育部営繕
課

50 R4.9.14 R4.9.27
・都立学校統合型校務支援システム運用要項
・都立学校統合型校務支援システムのサービス提供時間について

6 1 1
【問合せ先の電話番号・メールアドレス】
公にすることにより業務に関係のないメールの受信・着信が生じる
など、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁総務部
教育政策課

51 R4.8.13 R4.9.27

・第４６回東京都立高島高等学校卒業証書授与式実施要項
・第４６回東京都立高島高等学校卒業証書授与式式次第
・職務命令書（第４６回東京都立高島高等学校卒業証書授与式用）
・第４９回東京都立高島高等学校入学式実施要項
・第４９回東京都立高島高等学校入学式式次第
・職務命令書（第４９回東京都立高島高等学校入学式用）

21 1
都立高島高等
学校

52 R4.8.13 R4.9.27

・令和３年度東京都立大山高等学校全日制課程第５７回卒業式実施要項
・令和３年度東京都立大山高等学校全日制課程第５７回卒業式　式次第
・令和３年度東京都立大山高等学校全日制課程第５７回卒業式　職務命令書
・令和４年度東京都立大山高等学校全日制課程第６０回入学式実施要項
・令和４年度東京都立大山高等学校全日制課程第６０回入学式　式次第
・令和４年度東京都立大山高等学校全日制課程第６０回入学式　職務命令書
・令和３年度東京都立大山高等学校定時制課程第７４回卒業式実施要項
・令和３年度東京都立大山高等学校定時制課程第７４回卒業式　式次第
・令和３年度東京都立大山高等学校定時制課程第７４回卒業式　職務命令書
・令和４年度東京都立大山高等学校定時制課程第６３回入学式実施要項
・令和４年度東京都立大山高等学校定時制課程第６３回入学式　式次第
・令和４年度東京都立大山高等学校定時制課程第６３回入学式　職務命令書

60 1
都立大山高等
学校
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53 R4.8.13 R4.9.27

・令和３年度東京都立板橋高等学校第７３回卒業式実施要項
・令和３年度東京都立板橋高等学校第７３回卒業式役割分担
・令和３年度東京都立板橋高等学校第７３回卒業式会場図
・令和３年度東京都立板橋高等学校第７３回卒業式進行表
・令和３年度東京都立板橋高等学校第７３回卒業式式次第
・令和３年度東京都立板橋高等学校第７３回卒業式職務命令書
・令和４年度東京都立板橋高等学校第７６回入学式実施要項
・令和４年度東京都立板橋高等学校第７６回入学式役割分担
・令和４年度東京都立板橋高等学校第７６回入学式会場図
・令和４年度東京都立板橋高等学校第７６回入学式進行表
・令和４年度東京都立板橋高等学校第７６回入学式式次第
・令和４年度東京都立板橋高等学校第７６回入学式職務命令書

29 1
都立板橋高等
学校

54 R4.8.13 R4.9.27

・令和３年度　東京都立板橋有徳高等学校全日制課程第１３回卒業証書授与式
実施要項
・令和３年度　東京都立板橋有徳高等学校全日制課程第１３回卒業証書授与式
司会進行表
・令和３年度　東京都立板橋有徳高等学校全日制課程第１３回卒業証書授与式
式次第
・令和３年度　東京都立板橋有徳高等学校全日制課程第１３回卒業証書授与式
職務命令
・令和４年度　東京都立板橋有徳高等学校全日制課程第１６回入学式　実施要項
・令和４年度　東京都立板橋有徳高等学校全日制課程第１６回入学式　司会進行
表
・令和４年度　東京都立板橋有徳高等学校全日制課程第１６回入学式　式次第
・令和４年度　東京都立板橋有徳高等学校全日制課程第１６回入学式　職務命令
・令和３年度　東京都立板橋有徳高等学校定時制課程第１３回卒業証書授与式
実施要項
・令和３年度　東京都立板橋有徳高等学校定時制課程第１３回卒業証書授与式
司会進行表
・令和３年度　東京都立板橋有徳高等学校定時制課程第１３回卒業証書授与式
式次第
・令和３年度　東京都立板橋有徳高等学校定時制課程第１３回卒業証書授与式
職務命令
・令和４年度　東京都立板橋有徳高等学校定時制課程第１６回入学式　実施要項
・令和４年度　東京都立板橋有徳高等学校定時制課程第１６回入学式　司会進行
表
・令和４年度　東京都立板橋有徳高等学校定時制課程第１６回入学式　式次第
・令和４年度　東京都立板橋有徳高等学校定時制課程第１６回入学式　職務命令

59 1
都立板橋有徳
高等学校

55 R4.8.13 R4.9.27
・令和３年度卒業式　実施要項、式次第及び職務命令書の代表例
・令和４年度入学式　実施要項、式次第及び職務命令書の代表例

22 1
都立北園高等
学校

56 R4.8.13 R4.9.27

・全日制課程卒業式実施要項
・全日制課程卒業式式次第
・全日制課程卒業式職務命令書
・全日制課程入学式実施要項
・全日制課程入学式式次第
・全日制課程入学式職務命令書
・定時制課程卒業式実施要項
・定時制課程卒業式式次第
・定時制課程卒業式職務命令書
・定時制課程入学式実施要項
・定時制課程入学式式次第
・定時制課程入学式職務命令書

51 1
都立北豊島工
業高等学校
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57 R4.8.13 R4.9.27

・令和３年度東京都立高島特別支援学校小学部第４８回中学部第４５回卒業証書
授与式実施要項
・令和３年度東京都立高島特別支援学校小学部第４８回中学部第４５回卒業証式
司会進行表
・令和３年度東京都立高島特別支援学校小学部第４８回中学部第４５回卒業式会
場・座席図
・令和３年度東京都立高島特別支援学校小学部第４８回中学部第４５回卒業式係
分担表
・式次第
・職務命令書
・令和４年度東京都立高島特別支援学校小学部第４９回中学部第４８回入学式実
施要項
・令和４年度東京都立高島特別支援学校小学部第４９回中学部第４８回入学式司
会進行表
・令和４年度東京都立高島特別支援学校小学部第４９回中学部第４８回入学式会
場・座席図
・令和４年度東京都立高島特別支援学校小学部第４９回中学部第４８回入学式係
分担表
・式次第
・職務命令書

32 1
都立高島特別
支援学校

58 R4.8.13 R4.9.27

・令和３年度東京都立板橋特別支援学校第３３回卒業式 実施要項
・令和３年度東京都立板橋特別支援学校第３３回卒業式 進行表
・令和３年度東京都立板橋特別支援学校第３３回卒業式 会場図
・令和３年度東京都立板橋特別支援学校第３３回卒業式 係分担表
・令和３年度第３３回卒業式 式次第
・令和３年度東京都立板橋特別支援学校第３３回卒業式 職務命令書
・令和４年度東京都立板橋特別支援学校第３４回入学式 実施要項
・令和４年度東京都立板橋特別支援学校第３４回入学式 進行表
・令和４年度東京都立板橋特別支援学校第３４回入学式 会場図
・令和４年度東京都立板橋特別支援学校第３４回入学式 係分担表
・令和４年度第３４回入学式 式次第
・令和４年度東京都立板橋特別支援学校第３４回入学式 職務命令書

41 1
都立板橋特別
支援学校

59 R4.8.13 R4.9.27

・令和３年度東京都立志村学園就業技術科　卒業式　実施要項
・令和３年度東京都立志村学園就業技術科　卒業式　式次第（参列者配布用）
・令和３年度東京都立志村学園就業技術科　卒業式　職務命令書（代表例各１
例）
・令和３年度東京都立志村学園肢体不自由教育部門　小学部・中学部卒業式　実
施要項
・令和３年度東京都立志村学園肢体不自由教育部門小学部・中学部卒業式式次第
（参列者配布用）
・令和３年度東京都立志村学園肢体不自由教育部門　小学部・中学部卒業式　職
務命令書（代表例各１例）
・令和３年度東京都立志村学園肢体不自由教育部門　高等部卒業式 実施要項
・令和３年度東京都立志村学園肢体不自由教育部門高等部卒業式式次第（参列者
配布用）
・令和３年度東京都立志村学園肢体不自由教育部門高等部卒業式職務命令書（代
表例各１例）
・令和４年度東京都立志村学園就業技術科　入学式　実施要項
・令和４年度東京都立志村学園就業技術科　入学式　式次第（参列者配布用）
・令和４年度東京都立志村学園就業技術科　入学式　職務命令書（代表例各１
例）
・令和４年度東京都立志村学園肢体不自由教育部門小学部・中学部・高等部入学
式実施要項
・令和４年度東京都立志村学園肢体不自由教育部門小学部・中学部・高等部入学
式式次第（参列者配布用）
・令和４年度東京都立志村学園肢体不自由教育部門小学部・中学部・高等部入学
式職務命令書（代表例各１例）

81 1 都立志村学園
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60 R4.8.5 R4.9.28
令和３年度広報誌「とうきょうの教育」デザイン等作成委託（企画提案書のみの
開示を希望）

32 1
教育庁総務部
広報統計課

61 R4.9.26 R4.9.29
・安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について（総務局）
・安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について（教育庁）
・FW：安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について

7 1 1
公にすることにより業務に関係のないメールの受信・着信が生じる
など、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

62 R4.9.26 R4.9.29

安倍晋三元総理の葬儀が行われた2022年7月12日に弔意を示すため、東京都内の小
中学校に国旗の半旗掲揚を要請したことについて
・都教育委員会において教育上問題がなかったか、教育委員会において検討した
内容が分かる一切の文書

1 該当する公文書を作成していないため、存在しないため
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

63 R4.9.26 R4.9.30

安倍晋三元総理の葬儀が行われた2022年7月12日に弔意を示すため、東京都内の小
中学校に国旗の半旗掲揚を要請したことについて
・都内の小中学校へ送られた半旗掲揚の連絡文書、もしくは電子メール、通話記
録。
・9月27日に予定されている安倍元総理の国葬儀なる行事の日に小中学校で半旗掲
揚を行うか、都教育委員会において検討した内容が分かる議事録などの一切の文
書

1
・都内の区市町村立教育委員会及び区市町村立小中学校へ文書を送
付していないため、存在しないため
・当該公文書は作成していないため、存在しないため

教育庁総務部
総務課

64 R4.8.1 R4.9.30

・令和４年度中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J) 説明会　次第、（２事業概
要）（３ESAT-Jの実施）（４結果の活用）（令和４年４月２８日実施）
・令和４年度中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）実施要項（案）
・令和４年度中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J) 説明会　次第、（１東京都
教育委員会挨拶）（２事業概要）（３ESAT-Jの実施）（４確認事項）（５結果の
活用）（令和４年５月２０日、同月２４日及び同月２７日実施）
・令和４年度中学校英語スピーキングテスト（ＥＳＡＴ－Ｊ）説明会【中学校対
象】座席表（令和４年５月２０日実施）

1 1
教育庁指導部
管理課

65 R4.8.1 R4.9.30
東京都中学校英語スピーキングテスト事業令和４年度中学校英語スピーキングテ
スト（ESAT-J）の実施及び説明開の開催について（依頼）【各開催通知】

1 1 1
職員個人のアドレスは、公にすることにより業務に関係のないメー
ルが送信されるなど、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるため

教育庁指導部
管理課
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66 R4.8.2 R4.9.30

・中学校英語スピーキングテスト問題等検討委員会委員の移植医について（依
頼）（２教指企第７８８号）
・東京都中学校英語スピーキングテスト事業に関する民間事業者選定及び協定作
成支援等業務委託（３教指企第１７０４号

1 1 1 1 1 1

・中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）問題等検討委員会は、
都立高校入学者選抜の選考資料として使用される問題そのものを直
接作成している委員会であり、本委員会の検討がゆがめられると、
都立高校に入学を希望する中学生やその保護者等をはじめ、関係者
の被る被害はきわめて甚大である。検討されている内容が高校入試
の選抜資料として扱われる内容であるという観点において、一般の
行政事業における検討委員会とは守られるべき秘匿性の程度が明ら
かに異なることから、検討の関与者に関する情報（委員の氏名や所
属）、及び委員会の検討スケジュール（開催日程、回数等）につい
て非公開とすることで、第三者が検討内容に何らかの圧力をかける
ことの無いよう、アクセス遮断を十分なものとする必要がある。
・業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼす
おそれがあるため
・検討経過の推移が明らかになってしまうと、何らかの圧力をかけ
たいと考えている者にとって、どのタイミングで委員にアプローチ
したらよいかというタイミングを絞り込めることとなるため、同様
に適正性の確保の観点から公にすることが困難である。
・事業者の社員名及び業務従事年数は、特定の個人を識別すること
ができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別
することできることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別す
ることはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を
害するおそれがあるもののため
・事業者の事業活動を行う上でのノウハウに関する情報であって、
公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その
他社会的な地位が損なわれると認められるため
・事業者の経理方針に関する情報であって、公にすることにより、
当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損な
われると認められるため　等

教育庁指導部
管理課

67 R4.9.16 R4.9.30
●年●月●●などがESAT-Jの中止に関しての要請書を提出したことについて、要
請書の提出を受けて、中止や延期などをはじめ要望書の内容を都教委で検討した
プロセスや意思決定のプロセスに関する一切の文書や図面や電磁的記録

1
要望書の内容を検討した文書、意思決定のプロセスに関する文書は
作成していないため

教育庁指導部
管理課

68 R4.9.16 R4.9.30
●年●月●●などがESAT-Jの中止に関しての要請書を提出したことについて、要
請書の提出を受けて、中止や延期などをはじめ要望書の内容を都教委で検討した
プロセスや意思決定のプロセスに関する一切の文書や図面や電磁的記録

1
要望書の内容を検討した文書、意思決定のプロセスに関する文書は
作成していないため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

69 R4.9.20 R4.9.30 平成３１年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」区市別平均正答率 1 1
教育庁指導部
管理課


